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令和８年４月３０日  
 
保護者のみなさま 
 

豊田市立前林中学校  
校 ⾧ 大村 斎人  

 
弾道ミサイル発射に係る授業の取扱い等について（お知らせ） 

 
日頃は本校の教育にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。 
さて、標題のことにつきまして、Ｊアラートの緊急情報が愛知県に発信された場合の本

校における授業の取扱い等を下記のとおりとしますのでお知らせいたします。児童生徒の
安全確保に向け、一層のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
 

記 
 
１ 登校前にＪアラートの緊急情報が愛知県に発信された場合は、児童生徒は自宅待機と

します。その後、「日本の上空をミサイルが通過し、領海外に出たとの情報」や「日本の
領海外へ落下したとの情報」が発信された場合は、自宅待機を解除しますので、児童生
徒は速やかに登校することとします。 

なお、「日本の領土・領海内へ落下したとの情報」がＪアラートにより愛知県に発信さ
れた場合は、児童生徒は自宅待機を継続します。その後の対応については、学校から児
童生徒・保護者のみなさまへは学校ホームページや学校連絡網システム等で連絡します。 

 
２ 学校活動中にＪアラートの緊急情報が愛知県に発信された場合は、児童生徒は学校活

動を中断します。その後、「日本の上空をミサイルが通過し、領海外に出たとの情報」や
「日本の領海外へ落下したとの情報」が発信された場合は、児童生徒は学校活動を再開
します。 

なお、「日本の領土・領海内へ落下したとの情報」がＪアラートにより愛知県に発信さ
れた場合は、児童生徒は安全確認ができるまで校内の安全な場所で待機します。安全確
認ができ次第、学校活動の継続等を行います。学校の対応については、保護者のみなさ
まへは学校ホームページや学校連絡網システム等で連絡します。 

 
（注意） 
・Ｊアラートの緊急情報が愛知県に発信されるのは、「中部・近畿・中国地方」への落下ま

たは通過が予測される場合です。 
・弾道ミサイル落下時の行動については、内閣官房ホームページ（国民保護ポータルサイ

ト）に掲載されていますので、ご確認ください。 
 
       この件に関するお問い合わせは、教頭 蕃（℡0565-52-1353）までお願いします 


